
「介護未経験者等が介護の担い手となるまでの一体的支援事業」業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、介護未経験者等が介護の担い手となるまでの一体的支援事業の委託契約予定者

を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 委託業務の概要  

（１） 業務名  

介護未経験者等が介護の担い手となるまでの一体的支援事業 

（２） 事業目的及び事業内容 

介護未経験者等が介護の担い手となるまでの一体的支援事業業務委託仕様書（案） 

のとおり 

（３） 委託期間  

契約締結日から令和９年３月３１日まで  

（４） 提案上限額  

５，０００千円以内（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

３ プロポーザルのスケジュール 

項目  日程  

① 実施要領等の公表（公募開始）  令和８年５月２２日（金） 

②実施内容に関する質問受付及びプロポ

ーザル参加申込受付  

〃   ５月２７日（水）１７時まで  

② 参加資格審査に基づく結果通知 〃  ５月２９日（金）以降 

③ 質問に対する回答  〃   ６月１日（月）頃  

④ 企画提案書等書類の提出期限  〃   ６月８日（月）１７時まで  

⑤ 書面審査及び結果の通知（※）  〃   ６月１２日（金）頃  

⑥ 審査会の実施及び結果の通知  〃   ６月中旬～下旬頃 

※書面審査は参加者が５者以上の場合に実施 

 

４ 質問の受付及び回答 

本プロポーザルに関して質問のある者は、本要領に定める質問票（様式１）により提出す

ること。 



(１) 提出方法 

以下の宛先に電子メールにより提出すること。提出の際は、件名を「【質問票提出】石川県介

護未経験者等が介護の担い手となるまでの一体的支援事業」とすること。 

【宛先】石川県厚生政策課 福祉人材・サービスグループ宛 

fukushijinzai@pref.ishikawa.lg.jp 

(２)提出期限 

令和８年５月２７(水)１７時まで 

(３)回答方法 

電子メールの受信後、石川県厚生政策課から受信確認のメールを送付し、追って回答のメ

ールを送付する。なお、評価基準の配点に関する質問や、他の応募者に関する内容等の質

問については受け付けない。 

 

５ プロポーザルへの参加 

本プロポーザルへの参加を希望する場合には、以下の要領により関係書類を提出するこ

と。なお、期限までに提出がない場合は、本プロポーザルへの参加を認めないので注意する

こと。 

(１)提出書類 

ア 参加申込書（様式２） 

イ 誓約書（様式３）※共同企業体の場合は、全ての構成員分を提出 

ウ 会社概要及び業務実績（様式４） 

※定款、役員名簿等も提出すること。 

※共同企業体の場合は、全ての構成員分を提出すること。 

エ 共同企業体協定書（写）※共同企業体を結成して参加する場合に提出すること。 

オ 「平成 10 年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び

方法等（平成９年石川県告示第５８１号）」に基づき、令和６年度において競争入札参加

者資格を有すると認められた者でない場合は、次の（ア）から（ウ）の書類 

※共同企業体の場合は、全ての構成員分を提出すること。 

（ア）登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書） 

参加申込書提出日前３月以内に発行されたもの。（写し可） 

（イ）納税証明書 

ⅰ 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書（納税証明

書「その３」。「その３の３」でも可。直前の確定申告を終えた決算の営業年度にお

けるもの。様式が未納税額のない証明用のもの。） 
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ⅱ 石川県内に事業所を有する者にあっては、石川県税に未納がないことを証する納

税証明書 

（ウ）財務諸表（直前決算の貸借対照表、損益計算書） 

 

(２)提出方法 

以下の宛先に電子メールにより提出すること。提出の際は、件名を「【参加申込書等提

出】介護未経験者等が介護の担い手となるまでの一体的支援事業」とすること。 

【宛先】石川県厚生政策課 福祉人材・サービスグループ宛 

fukushijinzai@pref.ishikawa.lg.jp 

(３)提出期限 

令和８年５月２７日（水）１７時まで 

(４)参加資格の審査 

ア 参加希望者は、上記(１)の提出書類を提出し、参加資格があることの審査を受けなけれ

ばならない。 

イ 審査の結果は別紙１により通知する。なお、参加資格を満たしていると判断された者に

ついては、企画提案書等の提出を要請する。 

ウ 審査の結果については異議の申し立てをすることができない。ただし、前記イの通知を

受けた者のうち、参加資格がないと判断した者については、その判断理由を付すものと

する。 

 

エ 参加申込書（様式２）を提出したにもかかわらず、事情等により参加を辞退する場合

は、速やかに参加辞退届（様式５）を提出すること。 

(５)備考 

電子メールの受信後、石川県厚生政策課から受信確認のメールを送付する。 

 

６ 企画提案書の作成・提出方法等 

企画提案書は１者につき１案のみとし、以下の要領により関係書類を提出すること。 

（１）提出書類（以下２点「ア、イ」） 

ア 企画提案書の提出について（様式６） 

イ 企画提案書（Ａ４版、横書き、左綴じ） 

以下の内容を記載した企画提案書を作成すること。 

① 業務の実施計画の提案 

(ア) 事業目的を踏まえた実施方針、他者と比較した特色や優位性（令和９年度以降の

展開も見据えた事業の方向性についても併せて伺いたい。） 



(イ) 仕様書５（１）～（４）に記載した業務項目ごとの事業実施計画 

(ウ) KPI の設定と効果検証の方法（仕様書５（５）を参照の上で提案すること。） 

② 会社概要及び本業務にあたる人員体制（配置する人材の経歴・実績等も示すこと。） 

③ 業務の全体スケジュール 

④ 再委託の有無（ただし、発注者の承諾を要するものに限る。） 

・再委託をする場合は、再委託する事業者名、住所、業務範囲、再委託の必要性、再委託の金

額を記載すること。（様式不問） 

・再委託する業務範囲、再委託の必要性については具体的に記載することとし、 

下記（ⅰ）～（ⅲ）が明確に判断できるようにすること。 

※発注者の承諾を要する再委託の範囲は、次の区分における（ⅱ）に限る。 

（ⅰ）「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定

及び技術的判断等）・・・再委託を行うことはできない。 

（ⅱ）「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務 

・・・再委託に際し、発注者の承諾を要する。 

（ⅲ）「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算

処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等） 

・・・再委託に際し、発注者の承諾を要さない。 

⑤ 類似業務の取扱実績（過去５年以内） 

⑥ 見積総額（総額、内訳、諸経費、消費税を明記すること。） 

 

（３）提出方法 

以下の宛先にそれぞれ提出すること。 

【郵送】 

（送付先）〒920-8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

石川県健康福祉部厚生政策課 福祉人材・サービスグループ宛 

※郵送の際は、「【企画提案書提出】介護未経験者等が介護の担い手となるまでの一

体的支援事業」在中と記載すること 

【電子データ送付】 

（宛先）石川県厚生政策課 福祉人材・サービスグループ宛 

fukushijinzai@pref.ishikawa.lg.jp（TEL 076-225-1419) 

※提出の際は、件名を「【企画提案書提出】介護未経験者等が介護の担い手となる

までの一体的支援事業」とすること。また、メール送信後に送信した旨を提出先

に電話すること。 



 

（４）提出期限 

令和８年６月８日（月）１７時まで（必着） 

（５）留意事項 

ア 本要領及び仕様書に示す業務委託の目的・趣旨を達成するため、提案上限額の範囲で

できうる限りの提案をすること。また、本件の受託者選定においてプロポーザルを採用

する点に鑑み、参加事業者の専門性を生かした指摘や提案に努めること。 

イ 企画提案書の作成、提出及び調査に要する費用等は全て提案者の負担とする。 

ウ 期限までに書類の提出がない者については、本プロポーザルへの参加を認めない。 

エ 提出後の書類の差し替えや修正は一切認めない。 

オ 提出された全ての書類は返却しない。 

カ 石川県から渡された全ての資料は、他に公表し、又は使用してはならない。 

 

７ 説明会 

本業務の企画提案を公募するにあたっての説明会は開催しない。 

 

８ 審査方法 

（１） 実施方法  

各事業者から提出された企画提案書、参加者によるプレゼンテーション及び質疑応答内

容を基に、審査員が審査・採点を行い、最も高い評価を得られた企画提案書を提出した者

を本事業の契約交渉者として選定する。審査については、別表「審査基準表」に基づき行

うこととする。  

なお、参加者が５者以上の場合には、審査会に先立って書面審査を実施する。書面審査で

は、提出書類を基に評価・採点し、上位４者を審査会での審査対象者とする。 

 

（２） 審査会 【オンラインで実施】 

① 開催時期：令和８年６月中旬頃  

② 企画提案の所要時間（予定） 

ア プレゼンテーション ２０分以内 

イ 質疑応答 ２０分程度  

③ 注意事項 

ア 参加人数は１参加者あたり２名までとする。 

イ 審査会当日、新たに説明資料を追加することは禁止する。  



ウ プレゼンテーション中、社名（共同企業体の場合は構成員の社名を含む）が

判別できるような言動を控えること。 

エ 他の参加者の企画提案を傍聴することは禁止する。 

オ 指定時間に遅れた場合は、審査会への参加を認めない。 

（３） 最優秀提案者の選定  

別表の審査基準表に従い、最も優れた提案者を選定する。 

各審査員の順位点の合計が同じであるものが複数いる場合は、審査員の協議によって審

査委員長が決することとする。 

（４） 参加者が１者又はない場合の取扱い 

参加者が１者のみの場合であっても審査は実施し、基準を満たすときは、当該参加者を

最優秀提案者として選定する。また、基準に満たない場合、または参加者がない場合に

は、再度公募を実施する。 

（５） 審査について 

審査内容については公表しない。審査結果については別途通知するが、異議の申し立て

は認めない。 

 

９ 委託契約の締結  

（１）仕様書の協議等 

選定した受託候補者と石川県及び連携先が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上で石

川県および連携先とそれぞれ契約を締結する。なお、仕様書の内容は、提案のあった内容を

基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈別表〉審査基準表 

審査項目  審査基準  配点  

業務遂行能力 

1 

事業の実施

方針・目

標・スケジ

ュール 

・仕様書及びプロポーザル実施要領を的確に理解し、事業の目的が達成

されるような具体的な提案となっているか。  

・介護未経験者等の参入促進に向けて、KPI の設定が適切・現実的かつポ

ジティブに設定されているか。 

・事業スケジュールは適切に設定されているか。 

10 

2 
運営・人員

体制 

・事業を円滑かつ確実に実施できる人員の確保及び関係機関との連携に

よるサポート体制が組まれているか。 

・常時相談が可能な体制など、事業所にとって安心感のある支援が提供

できる体制となっているか。 

20 

3 業務の実績 

・これまでの実績やノウハウなど、他の事業者と比較してどのような強

みがあるか。（顧客数、マッチング件数、支援件数、事業者支援数のほ

か、本業務で成果を出すための仕組み等） 

・介護事業者に関する実績はどの程度あるか。 

30 

4 情報発信力 
・提案者ならではのノウハウや知識・経験を活かした創意工夫や独自性

が見られ、効果が見込める発信手法となっているか。 
10 

5 経済性 
・経費の内訳、範囲が明確で、提案価格に妥当性があるか。 

・効果検証やデータ分析のために必要な予算が確保されているか。 
10 

効果の測定・検証能力 

1 分析能力 ・業務の効果検証方法、分析方法や改善提案方法が適切に設定されてい

るか。  
10 

2 提案能力 
・業務で得られる成果およびデータを有効活用する方策や次年度以降の

事業展開を見据えた提案がされているか。 
10 

合計 100 

 


